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北区一般廃棄物処理基本計画 2020（案）に対する 

パブリックコメント実施結果 

 

 

１ 意見募集期間 令和元年１２月１０日（火）～令和 2 年 1 月１５日（水） 

 

２ 意 見 提 出 者 １０人（ホームページからの提出：１０人） 

 

３ 意 見 総 数 ２６件 

 

４ 周 知 方 法 北区ニュース（12 月 10 日号） 

リサイクル清掃課、北区清掃事務所、滝野川清掃庁舎、各エコー広

場館、区政資料室、区立図書館、各地域振興室、北区ホームページ 

 

５ 提出された意見の概要とそれに対する区の考え方 

計画全体 

No 意見の概要 区の考え方 

1 本計画は、北区エコーライフ宣言以降、そ

の趣旨が継承されています。ただし、現行計

画に掲げられた各種課題とその取り組み姿勢

が、ほとんど変わらないまま今回に継承され

ていることが不安です。本計画は、継続審議

で終わることなく多くの課題を施策等に反映

してください。 

 

 北区の一般廃棄物処理基本計画は、北

区エコーライフ宣言を定めた平成４年以

降、その趣旨を継承しつつ、時代の変化

に合わせて改定を重ねてきました。 

平成２６年度に策定した現行計画で

は、集団回収の事業者認定制度の創設や、

不燃ごみ・粗大ごみの資源化などの重点

事業を推進し、ごみの排出量は着実に減

少しています。 

本計画では、循環型社会の形成をめぐ

る社会情勢の変化に対応するため、食品

ロスの削減やプラスチックごみの減量等

を新たな重点事業として掲げています。

また、区民１人１日あたりのごみ総排出

量を新たな指標とし、年度ごと設定され

た目標値により、計画の進捗管理を行う

ことで、２Ｒに重点を置いた実効性のあ

るごみ減量施策を推進していきます。 
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2 「北区基本計画 2020（案）」は、計画事

業と予算、実行期間を明記しています。同じ

ようにはできませんか。 

ごみの減量化に向けて取り組む重点事

業については、本計画の中で目標や実行

期間を記載しています。   

予算については、循環型社会の形成を

めぐる社会情勢や区の財政状況等を踏ま

え、単年度ごとに算定していきます。 

3 国がリデュースを第一に掲げた循環型社会

形成推進基本法を制定しましたが、本気でリ

デュースに取り組めるのは身近な自治体しか

ありません。区施設内の自販機を撤去するだ

けで強烈なインパクトになります。まず何か

をやってみませんか。 

リデュースの取り組みとして、食品ロ

スの削減やプラスチックごみの減量等を

新たな重点事業として位置づけていま

す。また、リデュースは、区民の主体的

な取り組みが不可欠であると考え、まず、

きめ細かい情報提供による普及啓発を第

一として、区民への定着化を図っていき

ます。 

4 循環型社会の形成を目的としているのに、

なぜ２R にだけ重点を置くのか疑問を感じま

す。 

「リデュース」と「リユース」は生活の中

で心がけるものであり、そこからどうしても

こぼれ落ちるものを受け止めるのが「リサイ

クル」であり、リサイクルで作り出された再

生品を使用することを促す「リジェネレーシ

ョン」や「リバイ」等も含めトータルで考え

なければならないはずです。 

ごみの排出量の約 6 割が事業系ごみだとい

うデータがありました。古紙でいえば、事業

系の排出物には顧客情報等のプライバシーに

関わるものや機密書類がありますので、リユ

ースやリデュースでは括れません。ここに「リ

サイクル」や「リバイ」を含めて考えていた

だければ、ごみの排出量 6 割の中の資源化可

能物をすくい上げられるのではないでしょう

か。 

今後の方針や目標においても、「リサイク

ル」や「リバイ」も含め、再考をご検討いた

だきたいと思います。 

循環型社会形成推進基本法において、

環境負荷の低減に向けて 3R（リデュー

ス・リユース・リサイクル）の中でリサ

イクルよりも優先順位の高い 2R（リデュ

ース・リユース） の取り組みが求められ

ており、北区では 2R の推進へ施策の重

点化を行ってきました。本計画において

も、2R に重点を置いた取り組みを強化す

るとともに、排出された廃棄物について

は可能な限りリサイクルに努めることと

しており、引き続き、不燃ごみ・粗大ご

みの資源化など、資源の有効利用を推進

していきます。 

 また、事業系の資源についても、2R に

基づく排出指導を基本としつつ、区内の

再生資源事業者と連携し、回収システム

の構築を支援することで、事業系ごみの

減量に努めていきます。 

なお、本計画の方針１では、区民、事

業者、区が、ごみ減量に向けて相互に連

携、協力し、それぞれの役割を果たすこ

とにより 3R を推進することとしており、

「リジェネレーション」や「リバイ」に

ついても、この方針に含まれているもの

と考えます。 
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第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針１ ①区民主体の集団回収への支援事業の拡充 

No 意見の概要 区の考え方 

5 集団回収について、現在、資源の価格が暴

落しています。当面、価格回復は見込めず、

廃業や集団回収を停止する事業者が増大する

と思われます。早急に事業者の保護、育成等、

事業者支援を拡大する必要があると考えま

す。 

 古紙の市況価格については、国外にお

ける廃棄物の禁輸措置の影響等により、

不透明感が増しています。今後も低水準

で推移していった場合、資源回収事業者

の撤退につながり、集団回収の継続が困

難となるおそれがあります。したがって、

本計画では、事業者支援の枠組みの構築

を重点事業に位置づけました。引き続き

国内外の動向や資源の市況価格の変動を

注視し、活動団体が安定して集団回収を

継続できるよう具体的な支援策を検討し

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

6 他区では、多数の集団回収を行っていた事

業者が古紙価格の下落に耐えきれず、突然廃

業してしまい、大変なことになっていると聞

きました。 

今後も古紙価格の下落が続けば、北区でも

同じことが起きてもおかしくないと思いま

す。 

ごみの減量化・資源化には集団回収は継続

しなければなりません。そのためにも、今後

は古紙価格に左右されない集団回収システム

が必要だと思います。 

7 「市況価格に左右されない事業者支援の枠

組み検討」は、区が同事業に関わった平成 4

年からの課題です。具体策の実行が待たれま

す。 

8 現行計画では資源回収の集団回収への「移

行」を掲げていましたが、本計画はそれが削

除されています。区の「意向」に変化があっ

たのでしょうか。 

集団回収は、低コストで質の高い資源

を回収することができ、区民の 3R に対

する意識の向上や地域のきずなづくりに

も有効です。本計画においても、集団回

収に対する支援事業を重点事業として掲

げており、集団回収を拡充していくとい

う方針に変更はありません。 

9 「今後はさらに認定事業者数を増やしてい

きます」とありますが、他地域では回収事業

者が区や活動団体の断りなく回収を中止して

しまうケースが見られます。利益だけでなく

北区の集団回収と活動団体をサポートする事

業者でなければ、増やしてもあまり意味はな

いと考えます。 

他地域の事業者にはより厳しい目が必要で

す。今後、金銭的な支援がなされるのであれ

集団回収事業者認定制度は、活動団体

を運営面から支援することを目的として

います。認定事業者には、集団回収の事

業の趣旨を理解し、当該事業の普及及び

活性化に協力することが求められ、違反

する場合は、認定の取消しとなります。 

したがって、ただ数を増やしていくの

ではなく、本制度の目的に合った事業者

を認定していくことが重要と考えます。 
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ば、区が指定した場所での計量を義務付ける

など更に厳しく取り組んでいただきたいと考

えます。 

また、「良好な取り組みをしている活動団

体を広く区民に紹介」とありますが、北区ニ

ュースで年１回特集を組むなど具体例を検討

願います。優良な活動団体、回収事業者への

表彰制度創設の検討もお願いいたします。 

また、集団回収の普及に貢献するよう

な優良な活動を行う団体や事業者の育成

は、重要な課題であると認識しています。

活動団体の紹介については、ホームペー

ジや広報紙による紹介を検討していき、

表彰制度については、今後の参考とさせ

ていただきます。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針１ ⑤事業者等の自主的な取り組みの推進 

No 意見の概要 区の考え方 

10 昨年より古紙価格が続落しており、集団回

収や事業系古紙の回収を辞める事業者が増え

てきております。今後、事業系古紙が行政の

回収に排出されたり、廃棄物処理業者がごみ

として回収する事態が起きる可能性がありま

す。古紙をごみにしないためにも、現行の事

業系古紙回収システムを活用すべく、よりよ

いシステムの構築と区による積極的な広報を

お願いしたいと思います。 

本計画では、基本方針１の中で、事業

者等の自主的な取り組みの推進を掲げて

います。古紙の排出量が少ない小規模事

業者を対象とした「北区事業系古紙リサ

イクルシステム」の普及啓発に努め、安

易にごみとして排出されないよう、引き

続き支援を行います。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針２ さらなるごみの減量化と資源の有効利用を推進します 

No 意見の概要 区の考え方 

11 

 

「可能な限りリサイクルに努める」とあり

ますが、古紙やペットボトルは売却額が安定

せず、市場で余剰傾向にあります。現状のま

まだと破綻すら考えられます。 

リサイクルシステムの維持を検討しなくて

は、可能な限りリサイクルに努めているとは

言えません。個別計画にリサイクルシステム

維持の検討を盛り込んでいただけませんか。 

資源の需給は、国際的な取り決めや外

国政府の政策に大きく左右されることか

ら、今後も引き続き、国内外の動向を注

視していきます。なお、古紙の集団回収

については、市況価格の変動に大きく左

右されることから、本計画では、事業者

支援の枠組みの構築を重点事業に位置づ

け検討していくこととしています。 

12 資源の売上金推移とその用途を資料化して

ください。売上をリサイクル基金にできない

でしょうか。 

 資源の売上金については、区の決算書

に明記しています。売上金の用途につい

ては、区のリサイクルや清掃に関連する

事業費として活用しています。 
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第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 2-1 ④プラスチックごみの減量 

No 意見の概要 区の考え方 

13 ペットボトルや廃プラスチック等は、収集

運搬時やリサイクル過程等で余分な化石燃料

や手間をかける必要があります。余分な経費

や燃料を使い、二酸化炭素の排出を増加させ

るのなら、サーマルリサイクルを拡大し売電

収益を増加させたほうが北区の財政的にも良

いと考えます。 

ペットボトルは単一品質でリサイクル

しやすく、区民による分別が他のプラス

チックと比較すると容易であることか

ら、北区ではサーマルリサイクル（焼却

処理）ではなく、マテリアルリサイクル

（材料リサイクル）により資源化してい

ます。 

廃プラスチックは、発生抑制を第一と

し、現状では原則サーマルリサイクルで

処理しています。今後については、定期

的に環境面、経済面など、様々な観点で

検討し、北区にあったリサイクル方法を

選択していきます。 

14 容器包装プラスチックは分別回収している

自治体が多く、北区でもマテリアルリサイク

ルやケミカルリサイクルを早期に導入すべき

である。焼却物の減量や分別による区民意識

向上効果を考慮すれば、多少コストがかかっ

てもサーマルリサイクルからの転換を図るべ

きである。 

15 プラスチックごみの減量については、世界

的な課題でもあり、北区が率先して取り組ん

でいく課題だと思っています。自販機の削減

や３R の促進が必要課題と考えます。 

プラスチックごみの減量については、

発生抑制・排出抑制を第一に区のホーム

ページやイベントを通じて、マイバッグ

やマイボトルの使用を推奨し、使い捨て

プラスチックを使用しないライフスタイ

ルへの転換を促していきます。 

 

 

 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針２-1 ⑥家庭ごみの有料化の検討 

No 意見の概要 区の考え方 

16 ＜家庭ごみの有料化の検討について＞ 

 家庭ごみ有料化の導入は、次にあげる事項

等説明不足、時期尚早、納得が得られないこ

とから反対である。 

 

１．手数料を徴収することは税の二重取り。 

 財源不足のための有料化であれば、その旨

を説明すべき。削減を目的とするのであれば、

他の方法をまずは考えるべき。 

 

 

 

家庭ごみの有料化は、ごみ減量施策の

一つの選択肢として慎重に検討していき

ます。 

 

有料化は、家庭ごみの処理を求める区

民に対するサービスの提供であり、その

サービスの量に応じて住民から手数料を

徴収することは、地方自治法に定める手

数料の規定に反しないと考えられます。 
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２．区民・行政・企業が過剰包装の禁止やリ

サイクルに力をいれるなど努力をしてごみを

減らすことが最初にすること。 

 有料化の前に、分別と生ごみのリサイクル

に取り組み、有料化せずに 30%減量した名古

屋市を参考にするべき。 

 

３．年々ごみは減っている一方、区民の所得

水準が減っている状況であるのになぜ、有料

化を導入するのか。 

 

ごみ減量施策については、他市の取り

組みを研究し、減量に取り組む必要があ

ると考えています。 

 

 

 

 

現在の家庭ごみの処理は、全てを税収

で行っており、排出量が異なる区民に対

して公平な負担と言えない面がありま

す。有料化は、ごみ処理という区民サー

ビスを利用した方にごみの排出量に応じ

て公平に負担をいただくものです。 

有料化の導入検討に当たっては、有料

化の目的を明確にしたうえで、手数料の

使途を透明化し、ごみ発生抑制やリサイ

クルの推進など、清掃事業での区民サー

ビス向上施策に充てることが区民の理解

を得る上で重要と考えています。 

17 ＜有料化の場合の方法について＞ 

１．人数に応じたごみ袋を各家庭に配布し、

その袋の範囲内であれば、１人当たりの排出

量の目標を達成しているので、無料とする。

それを超えた場合は、各自負担するごみ袋を

購入。この方法が平等性を確保するのに最善

であると考える。 

 

２．有料対象外にすべきごみへの対応は考え

ているのか。 

例えば、(1)剪定枝に係わる小枝、木の葉、(2)

おむつ 

 

有料化に向けた具体的な手数料の徴収

方法は、現段階で決まっていません。今

後の参考とさせていただきます。 

 

 

 

 

有料化導入自治体において自治体ごと

に対象除外や減免等の措置を講じてお

り、今後、導入検討に当たっては、ご意

見をいただきました内容についても検討

していきます。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3 安全で安心なごみの適正処理を推進します 

No 意見の概要 区の考え方 

18 「区は、区民の生活環境の保全と公衆衛生

の向上を図るため、排出されたごみ・資源を

遅滞なく収集し、環境への負荷を可能な限り

低減させる方法で適正に処理・リサイクルを

する」とありますが、収集運搬事業者の多く

排出されたごみ・資源は、遅滞なく収

集を行うことが不可欠です。そのため、

区の地理事情等を熟知しており、収集に

必要な人員や車両を確保できる事業者を

選定しています。 
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は区外事業者です。特に資源に関しては区内

事業者だけでの対応も可能であり、遅滞なく

収集し移動距離が少なく低炭素社会の実現に

繋がります。今後の方針に盛り込んでいただ

けませんか。 

また、低公害車の導入や定期的な収集

ルートの見直しなど、低炭素社会にも配

慮した効率的で安定的な収集運搬体制の

構築に取り組んでいきます。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3 ②個別の状況に応じたきめ細かい収集の実施 

No 意見の概要 区の考え方 

19 個別の状況に応じた収集等は、高齢社会ま

っしぐらの区内住民にはありがたい施策だと

思います。 

ごみの排出が困難な高齢者等に対して

実施している「訪問収集」及び「ふれあ

い訪問収集」は、引き続き実施していき

ます。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3 ⑤ごみ集積所・資源回収ステーションの維持・管理 

No 意見の概要 区の考え方 

20  ごみ出しルール徹底の取り組みとして、集

積所にごみを出す世帯に番号を割り当て、袋

にその番号の記入をお願いし、誰が出したご

みなのか分かるようにするべき。 

ごみ出しのルールについては、プライ

バシーへの配慮など、さまざまな視点で

検討が必要です。 

令和 2 年に、ごみや資源の分別徹底を

周知するため「家庭ごみ・資源の分け方

出し方」冊子の全戸配付を予定していま

す。今後も啓発事業や排出指導を通して、

定期的にごみの減量及び分別の徹底に取

り組んでいきます。 

21 ごみ、資源等の集積所管理は、管理してい

る当事者にもっと意見を聞くべきです。現場

の高齢者依存が過ぎます。 

区のリサイクル清掃事業の運営につい

ては、ごみ集積所や資源回収ステーショ

ンの場所を提供していただいている方や

管理していただいている方をはじめ、地

域の方々に多大なご理解・ご協力をいた

だいています。しかし、排出ルール違反

や不法投棄など、管理運営上の問題が発

生していることから、今後も引き続き、

看板の設置や排出指導の実施等によりご

み集積所や資源回収ステーションの改善

に努めていきます。 

現在、滝野川地区全域で戸別収集を行

っていますが、地域の拡大については、

収集運搬経費や区民ニーズ等を考慮して

慎重に検討する必要があります。区民ニ

ーズを把握する際は、ごみ集積所や資源

22 現在ごみ集積所になっている家に対し配慮

をお願いしたいです。 

集積所の管理は町会団体に任されています

が、集積所をやめたいと声をあげることがで

きないのが現状ではないでしょうか。やめた

いと町会に申し出てトラブルになるのが嫌だ

というのは当たり前です。外国人の増加等で

排出ルールを理解できない人も増えたのか集

積所は荒れがちです。集積所の清掃当番も平

等とはいえません。 

ごみ集積所を引き受けてくれている家に対

し、町会を通さず無記名でアンケートを取る

など、早急な対策が必要だと考えます。 
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「検討」という言葉ではなく、集積所は清

掃事務所が管理、集積所の持ち回りを強制、

北区全域戸別回収等、もっと具体的な対策を

打ち出していただきたいです。 

回収ステーションの場所を提供していた

だいている方や管理していただいている

方のご意見に留意していきます。 

 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3-2 ②北清掃工場の建替計画への対応 

No 意見の概要 区の考え方 

23 清掃工場完成後の環境負荷低減のみなら

ず、建替工事に伴う周辺環境への影響も低減

することが必要である。工事及び工事用車両

による大気汚染や騒音、粉塵等の問題につい

て、十分な調査・予測を行い、対策を講じる

ことが必要である。また、周辺居住者に対す

る十分な説明と合意形成が重要である。 

北清掃工場の建替えは、清掃工場を管

理・運営する東京二十三区清掃一部事務

組合（以下「清掃一組」という。）が、

清掃一組の一般廃棄物処理基本計画に基

づいて実施する事業です。 

建替工事に伴う周辺環境への影響につ

いては、東京都の条例に基づく環境影響

評価手続の中で予測・評価し、その内容

について、住民や関係自治体の意見を聴

くとともに審査が行われ、環境への配慮

が適正になされることとなります。 

さらに、清掃一組では、建替工事につ

いてご理解・ご協力をいただくため、解

体工事の実施前には解体工事説明会を、

建設工事の実施前には建設工事説明会を

それぞれ開催し、周辺住民への十分な周

知と説明をする予定です。 

第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3-2 ③中間処理運営状況等の情報提供 

No 意見の概要 区の考え方 

24 現在、環境測定データが情報提供されてい

るが、有害物質を含む廃棄物そのものを減ら

す努力が必要である。区の様々な調達（物品・

工事）において、グリーン購入法に配慮する

こと、特にダイオキシンの原因物質である塩

ビ製品を使用しないことなどを施策として盛

り込んでいただきたい。 

区では、「第５次北区役所地球温暖化

対策実行計画」（平成３０年３月）にお

いて、環境物品やサービスの購入に際し

ては、国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入法）に

基づき、環境に配慮した物品の購入や環

境負荷の小さいサービスなどを選択する

取り組みを推進しています。また、公共

事業にあたっては、環境に配慮した資材

及び工法を選択する取り組みを推進して

います。 
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第 3 章 ごみ処理基本計画 5 個別計画 

方針 3-4 災害廃棄物への対応  

No 意見の概要 区の考え方 

25 「北区災害廃棄物処理計画」では、災害ボ

ランティアを廃棄物処理を支援する重要な存

在として位置づけている。昨年度の西日本豪

雨や北海道胆振東部地震、今年度の台風 15

号、19 号では、災害廃棄物の集積場や仮置場

の設置及び閉鎖の時期、集積場への運搬方法、

仮置場での分別方法など、運用に多くの課題

が出て、被災者やボランティアの動き方にも

多大な影響を及ぼしている。「災害廃棄物対

応マニュアル」の作成は、被災自治体関係者

や災害ボランティア経験者と協働で行い、実

効性ある内容としていただきたい。 

 区では、台風 15 号、19 号で被災した

自治体に対して、災害廃棄物処理対策支

援を目的とした職員派遣を行いました。

今後、「北区災害廃棄物処理計画」を実

効性のあるものとするため、関係機関な

どから広くご意見をいただき、実際に被

災地で災害廃棄物の処理に携わった職員

の経験なども踏まえて、具体的な対策に

ついて検討していきます。 

その他の意見 

No 意見の概要 区の考え方 

26 私は、足が不自由で杖を使うが、赤羽西図

書館は、唯一自宅からなんとか徒歩で行ける

図書館である。ところが、図書館は三階なの

で、昇降が苦しく、特に降りるとき何回か足

を踏み外しそうになり、極めて危険である。

赤羽北三丁目は、人口比率に対してもう少し

近場に図書館があってもいいのではないか。

図書館は、老人や体の不自由な者でも受け入

れてもらえる貴重な場所である。ぜひ、赤羽

西図書館の移動あるいは赤羽北三丁目付近で

の図書館分館設置を求む。 

ご意見については、所管部署に対して

情報提供を行い、以下のとおり回答を得

ましたのでお示しいたします。 

「赤羽西図書館は昭和５３年度に建設さ

れた施設の３階フロアに位置していま

す。エレベーターの設置がなくバリアフ

リー対応に大きな課題を抱えている施設

です。また、建物自体の老朽化が進んで

おり、省エネ化、断熱化にも対応してい

ないこともあり、早期の移転もしくは建

替えが求められています。現在、桐ケ丘

団地の建替事業に伴い、公共公益施設の

再配置協議を進めています。図書館機能

の導入等を含め、地域の方々の期待に早

期に応えられる施設の検討をしてまいり

ます。」 

 


